
緊急時等における連絡体制について（案） 

 

基本方針 

１） 掘削調査における連絡体制は、①通常時、②重点時、③緊急時の３種類の体制で行

２） 原則として環境省が県、町及び請負事業者（日立造船）と共同で、地元住民及びマ

を行う。通常時の窓口機能は、事業者たる日立造船が担う。また緊急時において、

地にいない場合には、国が現地入りするまでの間、県又は町の担当者が、地元住民

の対応を行う。 

３） 通常時は、以下に示す重点時と緊急時以外の時期を指す。 

４） 重点時は、掘削区域の中で最も汚染濃度の高い南側部分を掘削するなど、重点的な

業を行う期間を指す。具体的には、調査区域南側の鉛直磁気探査時と鋼矢板打設時

時とする。 

５） 緊急時は、作業員の被曝があった場合及び住民の避難などが必要となるような事態

難などが必要な場合とは、具体的には、周辺環境中で毒ガス成分が検出された場合

された場合などを想定する。 

 

対応一覧

 ①通常時 ②重点時 ③緊急時 

地元住民及びマスコミに対

する現場での対応者 

日立造船（窓口） 

（何かあれば環境省など

に電話連絡を行う） 

環境省担当者 

（県、町、日立造船も共同

する） 

環境省担当

（同左、な

者の到着ま

担当者の協

住民からの問い合わせ等の

対応 

環境省担当者が電話など

で対応 

環境省担当者が対応 環境省担当

県／町の担

問い合わせ等対応フロー 住民からの問い合わせ等 

↓ 

現場担当者は環境省の担

当者に連絡を取る。 

 ↓ 

環境省担当者は電話で話

を聞き、その後、県／町の

協力を得つつ事態の対応

にあたる。必要に応じ、環

境省職員は現地に向かう。

住民からの問い合わせ等

↓ 

現場にいる環境省担当者

が問い合わせを受け、県と

町の協力を得て対応する。

 

住民からの

↓ 

現場にいる

（現地入り

又は町の担

わせを受け

を得て対応

 

住民への情報伝達 現場に掲示板を設置 

ビラの配布を町の協力に

より実施 

現場に掲示板を設置 

ビラの配布を町の協力に

より実施 

広報車や町

協力により

マスコミ対応 環境省担当者に電話連絡 環境省担当者が対応 環境省担当

現地記者レク 

（環境省／県／町） 

住民説明会後 環境省担当者常駐時に、２

回程度 

必要に応じ

備考 調査の各段階の開始前な

どにおいて住民説明会や

見学会を行う 

重点時とは以下の期間 

・南側の鉛直磁気探査  

・南側の土留め         

・トレンチ掘削    

 

 

資料 ４ 

う。 

スコミへの対応

万が一、国が現

及びマスコミへ

対応が必要な作

、トレンチ掘削

の時を指す。避

や爆発物が発見

者 

お、環境省担当

では県／町の

力を得る） 

者（到着までは

当者）が対応 

問い合わせ等

環境省担当者

するまでは県

当者）が問い合

、県と町の協力

する。 

内放送を町の

活用 

者が対応 

随時実施 



通常時の作業終了時連絡体制について（案） 

 

 

連絡体制 

 日立造船現場責任者は、環境省環境リスク評価室、茨城県環境対策課、神栖町環境課、

鹿島南部地区消防事務組合消防本部通信司令室に対し、毎日、作業の終了について電話に

て連絡を行うとともに、環境省に対して、ＦＡＸで作業の進捗を報告する。 

また、作業中に不審物が発見された場合や事故が起きた場合等は、直ちに、環境省環境

リスク評価室まで電話で連絡すること。 

 

日立造船 

現場責任者 

携帯電話 

神栖町環境課 

電話 0299-90-1146 

茨城県環境対策課 

電話 029-301-2966 

環境省環境リスク評価室 

電話 03-5521-8262 

鹿島南部地区消防事務組合 

消防本部通信司令室 

電話 0299-96-0119 

 
 

 

報告内容 

船は、毎日、作業が終了する時刻（17:00 以降）に、環境省環境リスク評価室、

２） に、環境省環境リスク評価室に対し、以下の事項に

内容等 

 

１）日立造

茨城県環境対策課、神栖町環境課、鹿島南部地区消防事務組合消防本部通信司令室に

対し、電話で作業終了を報告。 

また日立造船は、毎日 18:30 まで

ついてＦＡＸ(03-3581-3578)で報告。 

(ア)本日の作業内容（概要） 

(イ)地元住民からの問い合わせ

(ウ)その他 



緊急時の対応について（案） 

 

緊急時対応１ マスタード、ルイサイトなどの可能性のあるガスを作業現場で検知した場合 

① 日立造船は、環境省担当者、茨城県環境対策課、神栖町環境課、鹿島南部地区消防事務組
合、鹿嶋警察署に連絡。日立造船は、直ちに汚染の拡大防止（掘削現場を土壌とビニルシ

ートで被覆し密封）を実施し、二重テント化する。ガス検知担当者が周辺の環境中濃度を

測定して周辺環境への漏出がないことを確認。排気除染装置出口でのモニタリング開始。

また現場において、携帯検知器にて汚染範囲を確定し、ロープ等で範囲を明示。 

② 日立造船は、直ちに予め準備してある可搬式ＧＣ－ＭＳによって、携行型検知器で検知さ
れたガスが毒ガスであるかについて再確認分析を開始し、その結果が判明し次第、環境省

に報告。 

③ 環境省は、総合調査検討会座長など専門家への連絡を行い対応について相談。環境省は内
閣官房へ連絡し、必要に応じて防衛庁への情報提供を行う。環境省職員が現地にいない場

合には、現地に出発。 

④ 周辺環境中への漏出がない場合は、その旨を日立造船から環境省担当者、茨城県環境対策
課、神栖町環境課に連絡。 

⑤ 周辺環境中への漏出がある場合、環境中の濃度を測定し、必要に応じて、町は、町内放送
及び広報車を用い一時避難勧告等を実施。 

 

緊急時対応２ 作業員がマスタード、ルイサイトなどの可能性のある化学物質に被災した場合 

① 日立造船は、被災した作業員を新鮮な空気の元に運び、除染を行い、鹿島南部地区消防事
務組合及び鹿島労災病院に連絡（被災者を救出するときの手順の詳細は別途定める）。直ち

に汚染の拡大防止（掘削現場を土壌とビニルシートで被覆し密封）を実施した上で、二重

テント化し、作業員は一旦現場から待避。ガス検知担当者が周辺の環境中濃度を測定して

周辺環境への漏出がないことを確認。排気除染装置出口でのモニタリング開始。 

② 日立造船は、環境省担当者、茨城県環境対策課、神栖町環境課、鹿嶋警察署に連絡。 
③ 日立造船は、直ちに予め準備してある可搬式ＧＣ－ＭＳによって、携行型検知器で検知さ
れたガスが毒ガスであるかについて再確認分析を開始し、その結果が判明し次第、環境省

に報告。 

④ 環境省は、総合調査検討会座長など専門家への連絡を行い、対応について相談する。環境
省は内閣官房へ連絡し、必要に応じて防衛庁への情報提供を行い協力要請。環境省職員が

現地にいない場合には、現地に出発。 

⑤ 周辺環境中への漏出がない場合は、その旨を日立造船から環境省担当者、茨城県環境対策
課、神栖町環境課に連絡。 

⑥ 周辺環境中への漏出がある場合、環境中の濃度を測定し、必要に応じて、町は、町内放送
及び広報車を用い一時避難勧告等を実施。 

 

緊急時対応３ 爆発物の可能性のあるものが発見された場合 

① 日立造船は、環境省担当者、茨城県環境対策課、神栖町環境課、鹿島南部地区消防事務組

合及び鹿島警察署に連絡。作業員は、一旦現場から待避。 

② 環境省は、総合調査検討会座長や化学兵器の鑑定ができる専門家への連絡を行い、対応に

ついて相談。環境省は内閣官房へ連絡する。また、環境省職員が現地にいない場合には、

現地に出発。 

③ 通常の不発弾処理手続きに基づき、県警本部長は自衛隊に対し不発弾処理を要請する。自

衛隊は不発弾の専門家を現地に派遣する。 

④ 神栖町は、防衛庁から派遣された自衛隊により爆弾と確認された場合を想定し、鹿島警察

署と連絡調整しつつ、速やかに住民の避難を行えるよう、周辺約３００ｍの住民名簿と連

絡体制について再度確認を行う。 

⑤ 自衛隊の検分により爆発物または化学兵器の可能性がある場合には、関係機関の調整によ

り、事後の対応を検討する。 

 



茨城県神栖町の掘削工事にかかる緊急連絡体制 (案)

  

日立造船株式会社 環境省 内閣官房副長官補室 茨城県関係各部・事務所
現場責任者 現地事務所 環境リスク評価室 電話　03-3581-3688 電話029-301-○○○○(ダイヤルイン）

森友  電話03-5521-8262 参事官補佐 　政策審議室　２０３０

電話: 環境省 FAX 03-3581-3578 黒川　陽一郎 　広報広聴課　２１１８
　担当者携帯 ①松岡補佐 携帯 　生活環境部　消防防災課２８８５

②馬場補佐 携帯 総合調査検討会 　保健福祉部　保健予防課３２１９
③関井係員 携帯 座長　森田　昌敏 携帯 　　　　　　　　　 生活衛生課３４３１

　商工労働部　産業技術課３５８４

茨城県 茨城県生活環境部 　農林水産部　園芸流通課３９６１

　担当者携帯 環境対策課 鹿行地方総合事務所
電話029-301-2966 陸上自衛隊古河駐屯地 　電話0291-33-4111㈹
FAX 029-301-2969 第一施設団本部 　　環境保全課・商工労政課
①須藤補佐 携帯 第三科 潮来保健所
②安達補佐 携帯 電話0280-32-4141 電話0299-66-2114
③阿部主査 携帯

神栖町 神栖町生活環境部
　担当者携帯 環境課 周辺住民への周知

電話0299-90-1146
FAX 0299-92-4917
①大槻課長 携帯 (不発弾処理の要請)
②野口室長 携帯
③小川係長 携帯 鹿嶋警察署 茨城県警察本部

生活安全課 生活環境課
電話0299-82-0110 電話029-301-0110
FAX 0299-84-0893 FAX 029-301-9565

火災発生時・被災者・負傷者発生時 鹿島南部地区消防事務組合
消防本部通信司令室
電話0299-96-0119
FAX 0299-97-0119

被災者・負傷者発生時 鹿島労災病院
電話0479-48-4111
FAX 0479-48-3012

鹿島労働基準監督署
電話0299-83-8461
FAX 

※ 緊急事態は①現場にてマスタード・ルイサイド等の化学物質が検出　②作業員が化学物質に被曝　③爆発物の発見　④その他の場合を指す。
は，現地事務所に職員が配置されているときの連絡体制


